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１【提出理由】

　2020年２月14日開催の当社取締役会において、当社の特定子会社である株式会社アイ・エス・エスを吸収合併存続会

社、同社の子会社で当社の特定子会社である株式会社アイ・エス・エス・インスティテュートを吸収合併消滅会社とす

る吸収合併を行うことを決議いたしました。これにより、当社の特定子会社の異動が発生するため、金融商品取引法第

24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号の規定に基づき、本臨時報告書を提出する

ものであります。

 

２【報告内容】

(1）当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の指名、資本金及び事業の内容

①　名称　　　　　　株式会社アイ・エス・エス・インスティテュート

②　住所　　　　　　東京都千代田区麹町三丁目１番１号

③　代表者の氏名　　代表取締役社長　　二宮　俊一郎

④　資本金　　　　　99百万円

⑤　事業の内容　　　通訳者養成語学教育、法人向け語学研修

 

(2）当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に

対する割合

①　当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数

異動前　　1,980個（うち間接所有分1,980個）

異動後　　－（吸収合併により消滅）

②　当該特定子会社の総株主数等の議決権に対する割合

異動前　　100.00％（うち間接所有分100.00％）

異動後　　－（吸収合併により消滅）

 

(3）当該異動の理由及びその年月日

①　異動の理由

　当社の特定子会社である株式会社アイ・エス・エスが、当社の特定子会社である株式会社アイ・エス・エス・イ

ンスティテュートを合併することにより、株式会社アイ・エス・エス・インスティテュートは、当社の子会社でな

くなるためであります。

②　異動の年月日

2020年４月１日（予定）
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